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川崎市産業廃棄物処理業に係る事務取扱要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。）及

び川崎市産業廃棄物処理業に係る行政指導指針（以下「指針」という。）に基づく産業廃

棄物処理業の許可等に関連する事務処理に関し、一般的な事項を定めることにより、事務

の円滑な運用を図ることを目的とする。 
 

（用語の定義） 

第２条 この要領における用語の意義は、指針第２条の各号に定めるほか、次の各号に定め

るところによる。 

（１）政令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号）をい

う。 

（２）細則 川崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法施行細則（平成５年川

崎市規則第２８号）をいう。 

 
（事前協議） 

第３条 指針第６条の規定による要領で定める事前協議申請書及び添付書類（以下「事前協

議申込書等」という。）は、次のとおりとする。 

（１）積替え又は保管を含む産業廃棄物収集運搬業 別紙１に掲げる書類 

（２）産業廃棄物処分業 別紙２に掲げる書類 

２ 市長は、事前協議申込書等の提出があったときは、速やかに内容の確認を行い、書面で

提出された事前協議申込書等については、その写し１部を返却するものとする。 

３ 市長は、事前協議の結果、次の手続きを進めるに支障がないと認める場合は、事前協議

者にその旨通知するものとする。 

４ 事前協議申込書等の決裁は、課長専決とする。 

 

（事業計画） 
第４条 指針第８条の規定による要領で定める事業計画書及び添付書類等（以下「事業計画

書等」という。）は、次のとおりとする。 

（１） 積替え又は保管を含む産業廃棄物収集運搬業  

ア 指針第８条第１項第１号及び第３号に該当する積替え保管業者等 別紙３に掲げる

書類 

イ 指針第８条第１項第２号に該当する積替え保管業者等 別紙３に掲げる書類（当該

変更に係るものに限る。） 

（２） 産業廃棄物処分業  

ア 指針第８条第１項第１号及び第３号に該当する処分業者等 別紙４に掲げる書類 

イ 指針第８条第１項第２号に該当する処分業者等 別紙４に掲げる書類（当該変更に
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係るものに限る。） 

 

２ 市長は、事業計画書等の提出があったときは、速やかに内容の確認を行い、書面で提出

された事業計画書等については、その写し１部を返却するものとする。 

３ 市長は、事業計画が許可申請等の手続きを進めるに支障がないと認める場合は、事業計

画者にその旨通知するものとする。 

４ 事業計画書等の決裁は、課長専決とする。 

 

（事業計画周知計画書）  
第５条 指針第１０条第２項の規定による要領で定める事業計画周知計画書及び添付書類

（以下「事業計画周知計画書等」という。）は、別紙５のとおりとする。 

２ 市長は、事業計画周知計画書等の提出があったときは、速やかに内容の確認を行い、書

面で提出された事業計画周知計画書等については、その写し１部を返却するものとする。 

３ 事業計画周知計画書等の決裁は、課長専決とする。 

 

（事業計画周知報告書）  
第６条 指針第１０条第５項の規定による要領で定める事業計画周知報告書及び添付書類

（以下「事業計画周知報告書等」という。）は、別紙６のとおりとする。 

２ 市長は、事業計画周知報告書等の提出があったときは、速やかに内容の確認を行い、書

面で提出された事業計画周知報告書等については、その写し１部を返却するものとする。 

３ 事業計画周知報告書等の決裁は、課長専決とする。 

 

（産業廃棄物処理業の許可申請） 

第７条 産業廃棄物処理業許可に係る申請様式及び必要な添付書類（以下「許可申請書等」

とする。）は表１のとおりとする。ただし、第３条第１項、第４条第１項、第５条第１項

及び第６条第１項の添付書類と同一のものは、市長が認めた場合に限り省略することがで

きる。 
 

表１ 許可申請様式 

区分 許可申請様式 添付書類 
産業廃棄物収集運搬

業 
新規許可 産業廃棄物収集運搬業許可申請書（規

則様式第６号） 

個人の場合は 
別紙７ 
 
法人の場合は 
別紙８ 

更新許可 

変更許可 
産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可

申請書 （規則様式第１０号） 

特別管理産業廃棄物

収集運搬業 
新規許可 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申

請書 （規則様式第１２号） 更新許可 
変更許可 特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲 
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変更許可申請書（規則様式第１６号） 
産業廃棄物処分業 新規許可 産業廃棄物処分業許可申請書（規則様

式第８号） 

個人の場合は 
別紙９ 
 
法人の場合は 
別紙１０ 

更新許可 
変更許可 産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可 

申請書（規則様式第１０号） 

特別管理産業廃棄物

処分業 
新規許可 特別管理産業廃棄物処分業許可申請書

（規則様式第１４号） 更新許可 
変更許可 特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲 

変更許可申請書（規則様式第１６号） 

 

２ 市長は、許可申請書等が書面で提出されたとき、その写しを１部返却する。 

３ 市長は、指針第１２条第１項の申請の形式上の要件の適合により、許可申請書等が適切

なものと認められるときは、書面で提出された場合はその写しを返却するとともに、川崎

市手数料条例（昭和２５年川崎市条例第６号）で定める手数料を納付書により本市の指定

金融機関へ申請者に納付させるものとする。 

 

（審査会の設置等） 

第８条 産業廃棄物処理業の申請に対する許可に関する総合的な審査を行うため、「産業廃棄

物処理業審査会」（以下「審査会」という。）を設置する。 

２ 審査会の構成員は、次のとおりとする。 

（１）委員長は、廃棄物指導課長とする。 

（２）副委員長は、処理業許可係長とする。 

（３）委員は、処理業許可係担当者とする。 

（４）その他委員長が認めるものとする。 

３ 審査会は、原則として申請を受理した翌月に１回開催する。 

 

 （許可処分） 

第９条 産業廃棄物処理業の許可の決裁は、次のとおりとする。 

（１）新規許可については、局長専決とする。 

（２）更新許可及び変更許可については、部長専決とする。 

 
 （不許可処分） 
第１０条 産業廃棄物処理業の不許可の決裁は、局長専決とする。 

２ 産業廃棄物処理業の不許可処分を行ったときは、産業廃棄物処理業不許可通知（要領様

式第１号）により申請者あて通知する。 

 

 （産業廃棄物処理業の変更届出書等） 
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第１１条 産業廃棄物処理業の変更届、廃止届又は欠格要件該当届に係る届出様式及び必要

な添付書類（以下「変更届出書等」という。）は、表２のとおりとする。 

表２ 届出様式 

区分 届出様式 添付書類 

産業廃棄物処理業 変更届 産業廃棄物処理業廃止・変更届出書（規

則様式第１１号） 

別表１ 

廃止届 

別表２ 欠格要件該

当届 

産業廃棄物処理業者等の欠格要件に係

る届出書（細則第６号様式の３） 

特別管理産業廃棄

物処理業 

変更届 特別管理産業廃棄物処理業廃止・変更

届出書 （規則様式第１７号） 

別表１ 

廃止届 

別表２ 欠格要件該

当届 

産業廃棄物処理業者等の欠格要件に

係る届出書（細則第６号様式の３） 

 

２ 市長は、変更届出書等が書面で提出されたとき、その写しを１部返却する。 

３ 市長は、許可証の書換えを要する変更届があったとき又は廃止届のうち、事業の一部を

廃止する廃止届があったときは、課長専決の決裁を受けた後、速やかに許可証の交付をす

るものとする。 

 

（許可証の再交付申請） 

第１２条 産業廃棄物処理業の許可証の再交付申請に係る様式及び必要な添付書類は（以下、

「再交付申請書等」という。）、表３のとおりとする。 

表３ 再交付申請様式 

再交付申請様式 添付書類 

許可証等再交付申請書

（細則様式第７号）

（注） 

（１）申請者が法人の場合は、法人の登記事項証明書 

（２）申請者が個人の場合は、住民票の写し（本籍の記載のあるも

のに限る（外国人にあっては住民基本台帳法に規定する国籍等

の記載のあるものに限る。）。） 

（３）印鑑証明書 

注：当該申請書に押印する印の印影は、印鑑証明書の印影と同一のものとする。 

２ 市長は、再交付申請書等が書面で提出されたとき、その写しを１部返却する。 

３ 市長は、指針第１２条第１項の申請の形式上の要件の適合により、再交付申請書等が適

切なものと認められるときは、書面で提出された場合はその写しを返却するとともに、川

崎市手数料条例（昭和２５年川崎市条例第６号）で定める手数料を納付書により本市の指

定金融機関へ申請者に納付させるものとする。 

４ 許可証の再交付に係る決裁は、課長専決とする。 
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附 則 

 

（施行期日） 

第１条 この要領は、平成２６年１０月１日から施行する。 

 

（旧要領等の廃止） 

第２条 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理業に係る事務取扱要綱、産業廃棄物及び

特別管理産業廃棄物の処理業に係る事務取扱要領（収集運搬業）及び産業廃棄物及び特別

管理産業廃棄物の処理業に係る事務取扱要領（処分業）は、廃止する。 

 

（経過措置） 

第３条 この要領の施行前に、既に市長に対し事前協議を開始している者、事業計画書の提

出した者又は提出を指示された者並びに許可の申請、届出等を行ったものは従前の例によ

る。 

 

附 則 

 この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、平成２８年１１月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、平成２９年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、令和元年１２月１４日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、令和６年１２月１日から施行する。 
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（別紙１）積替え又は保管を含む産業廃棄物収集運搬業の事前協議に必要な書類 

 

積替え又は保管を含む産業廃棄物収集運搬業の事前協議に必要な書類は次のとおりとする。 

１ 事前協議申込書（要領様式第２号） 

２ 事業計画地の周辺地図 

３ 事業計画全体のフローシート 

４ 事業計画地内の配置図 

５ その他市長が必要と認める書類 

 

 

（別紙２）産業廃棄物処分業の事前協議に必要な書類 

 

産業廃棄物処分業の事前協議に必要な書類は次のとおりとする。 

１ 事前協議申込書（要領様式第３号） 

２ 事業計画地の周辺地図 

３ 事業計画全体のフローシート 

４ 事業計画地内の配置図 
５ 産業廃棄物の処理工程フローシート 

６ その他市長が必要と認める書類 
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（別紙３）積替え又は保管を含む産業廃棄物収集運搬業の事業計画の確認に必要な書類 

 

積替え又は保管を含む産業廃棄物収集運搬業の事業計画の審査に必要な書類は次のとおり

とする。 

１ 事業計画書（要領様式第４号） 

２ 事業計画全体の概要及び事業を行うにあたっての背景・経緯を記載した書類 

３ 次の内容を記載したフローシート 

（１）主な排出事業者の氏名又は名称及び所在地 

（２）当該事業計画における全ての産業廃棄物収集運搬業者の氏名又は名称及び運搬区間 

（３）産業廃棄物処分業者の氏名又は名称及び所在地 

（４）産業廃棄物の種類ごとの保管日数並びに搬入及び搬出の能力 

４ 次の産業廃棄物処理業許可証の写し 

（１）当該事業計画における全ての産業廃棄物収集運搬業者の産業廃棄物収集運搬業許可証

の写し（積卸しを行う区域に限る。）   

（２）排出事業者及び処分先が産業廃棄物処分業の許可を有している場合は、当該産業廃棄

物処分業許可証の写し 

５ 事業計画用地の公図、使用権原を証する書類（申請者の所有地にあっては、土地の登記

事項証明書、他者の所有地にあっては、賃貸借契約書、使用承諾書等の使用権原を確認で

きる書類の写し。以下、別紙７ １（４）エ及びコ並びに別紙８ １（６）エ及びコにお

いて同じ。）及び面積計算書等 

６ 積替え及び保管場所の平面図､立面図、断面図、構造図等、積替え及び保管面積、保管容

量及び積み上げることのできる高さの計算書 

７ 次の内容を記載した作業マニュアル 

（１）産業廃棄物の搬入・保管・搬出手順 

（２）受入時間及び作業時間 

（３）作業時の安全管理の方法 

（４）搬入時の産業廃棄物の種類・性状等の確認方法 

（５）作業中の産業廃棄物が飛散、流出等を防止する措置 

（６）騒音、振動、悪臭等の発生を防止する措置 

８ 次の内容を記載した管理マニュアル 

（１）産業廃棄物の受入基準 

（２）施設の維持管理（日常及び定期点検）の方法 

（３）公害防止設備の維持管理の方法 

（４）産業廃棄物管理票及び帳簿の管理方法等 

９ 設備・管理体制及び公害防止対策に関しては、設備の構造図等 

10 搬出経路図及び付近の見取図 

11 緊急時の連絡体制図 

12 その他市長が必要と認めた書類 
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（別紙４）産業廃棄物処分業の事業計画の確認に必要な書類 

 

産業廃棄物処分業の事業計画の確認に必要な書類は次のとおりとする。 

１ 事業計画書（要領様式第５号） 

２ 事業計画全体の概要及び事業を行うにあたっての背景・経緯を記載した書類 

３ 次の内容を記載したフローシート 

（１）主な排出事業者及び処分先の氏名又は名称、所在地 

（２）産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの受入量及び処理能力 

（３）処理後の産業廃棄物ごとの数量及び処分先の氏名又は名称、所在地（売却先含む。） 

４ 事業計画用地の公図、土地の登記事項証明書、使用権原を証する書類（賃貸借契約書、

使用承諾書等の使用権原を確認できる書類の写しをいい、他社の所有地の場合に限る。以

下、別紙９ １（５）オ及び別紙１０ １（７）オにおいて同じ。）及び面積計算書等 

５ 事業計画用地内の配置図及び処理工程フローシート 

６ 中間処理施設の一覧表及び平面図､立面図、断面図、構造図及び処理能力計算書 

７ 受入及び処理後の産業廃棄物保管場所の一覧表及び平面図､立面図、断面図、構造図及び

保管容量計算書 

８ 次の内容を記載した作業マニュアル 

（１）産業廃棄物の搬入・保管・搬出手順 

（２）受入時間及び作業時間 

（３）作業時の安全管理の方法 

（４）搬入時の産業廃棄物の種類・性状等の確認方法 

（５）作業中の産業廃棄物が飛散、流出等を防止する措置 

（６）騒音、振動、悪臭等の発生を防止する措置 

９ 次の内容を記載した管理マニュアル 

（１）産業廃棄物の受入基準 

（２）施設の維持管理（日常及び定期点検）の方法 

（３）公害防止設備の維持管理の方法 

（４）産業廃棄物管理票及び帳簿の管理方法等 

（５）消火器等の消火設備の場所を示した図面 

10 設備・管理体制及び環境保全措置に記載された設備の一覧及び構造図 

11 搬入搬出経路図及び付近の見取図 

12 緊急時の連絡体制図 

13 関係法令の許可証、届出書等の写し等 

14 表示板の内容を記載した書類 

15 その他市長が必要と認めた書類 
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（別紙５）周辺住民等へ事業計画の周知を行う場合に市長に提出する書類 

 

周辺住民等へ事業計画の周知を行う場合に市長に提出する書類は次のとおりとする。 

１ 事業計画周知計画書（要領様式第６号） 

２ 周知を図る区域の範囲が分かる見取図 

３ 周辺住民等へ配布を予定している資料 
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（別紙６）周辺住民等へ事業計画の周知を行った場合に市長に提出する書類 

 

周辺住民等へ事業計画の周知を行った場合に市長に提出する書類は次のとおりとする。 

１ 事業計画周知報告書（要領様式第７号） 

２ 周辺住民等へ配布した資料 

３ 周辺住民等から提出された意見の内容及びその対策を記載した書類 
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（別紙７）産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要な添付書類（申請者が個人の場合） 

 

１ 産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要な書類は次のとおりとする。 

（１）申請者（申請者が未成年の場合は法定代理人（法定代理人が法人である場合において

は、その役員を含む）を含む。次号において同じ。）及び政令第４条の７で定める使用人

（以下「政令使用人」という。）の住民票の写し（本籍の記載のあるものに限るものとし、

外国人にあっては住民基本台帳法に規定する国籍等の記載のあるものに限るものとす

る。）、法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書 

（２）申請者及び政令使用人が法第１４条第５項第２号イ（法第７条第５項第４号イに係る

ものに限る。）に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 

（３）公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施した「産業廃棄物又は特別管理

産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」収集運搬課程の修了証 

（４）事業計画の概要を記載した書類並びに事業の用に供する施設の構造等を明らかにする

構造図及び施設の所有権を有する又は使用する権限を有することを証する書類（イから

エは運搬に車両を用いる場合、オからケは運搬に船舶を用いる場合に限る。） 
ア 事業計画の概要等（規則様式第六号の二 第１面から第１０面） 

イ 自動車車検証の写し 
ウ 運搬車両の使用権原が自動車検査証により確認できない場合は、賃貸契約書又は使

用承諾書等の使用権原を確認できる書類 
エ 運搬車両の車庫の使用権原を確認できる書類 

オ 船舶一覧表（要領様式第１２号、運搬に船舶を用いる場合） 

カ 船舶国籍証書の写し 
キ 船舶検査証書の写し 
ク 船舶の写真（要領様式第１４号） 
ケ 傭船契約書の写し（自社船の場合は除く。） 
コ 積替え又は保管施設がある場合は、事業用地の土地の公図及び使用権原を確認でき

る書類 

（５）直前３年間の個人事業者として申告した所得税の確定申告書第１面及び第２面の写し

（直前３年間、個人事業者として事業を行っていない者は、税務署等に提出した個人事

業開始届等の写しがある場合に限り、事業を開始した年以後ものとする。以下（６）及

び（７）において同じ。） 

（６）直前３年間の収支内訳書又は青色申告決算書の写し 

（７）直前３年間の個人事業者としての所得税の納税証明書 

（８）収支計画書及び営業計画書（要領様式第１９号） 

（９）本社、主たる事務所、事業場の案内図（要領様式第２０号） 

（10）当該許可申請の川崎市産業廃棄物収集運搬業許可証の写し（更新許可申請の場合） 

（11）他の都道府県及び政令第２７条で定める市（以下「政令市」という。）で当該許可申請

と同一の許可を有している場合は、その許可証のうち、そのいずれかの写し（新規許可
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申請の場合） 

（12）その他市長が必要と認める書類 

２ 変更許可申請及び更新許可申請の場合には、次表のとおり、許可申請時に添付書類を省

略することができる。 

ただし、変更許可申請の場合で、新たに許可を受けようとする産業廃棄物（特別管理産

業廃棄物を含む。）のみで使用する運搬車両及び運搬容器の写真はこの限りではない。 

許可申請の種類 省略することのできる添付書類 

変更許可申請及

び更新許可申請 

・運搬車両の写真（規則様式第六号の二 第６面） 
・船舶の写真（要領様式第１４号） 
・運搬車両の車庫の使用権原を確認できる書類 
・運搬容器の写真（規則様式第六号の二 第７面） 

３ 規則９条の２第３項（特別産業廃棄物収集運搬業で準用する場合を含む。）の規定により

基準適合となった者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令で定める優良基準の適

合認定等に係る事務処理要綱」の規定により、添付書類の一部を省略することができる。 

４ 添付書類の有効期限は、申請日を基準とし、次表のとおりとする。 

添 付 書 類 名 有効期限 

住民票の写し 

法第１４条第５項第２号イ（法第７条第５項第４号イに係るも

のに限る。）に該当しないかどうかを審査するために必要と認め

られる書類 

発行日から 

３ケ月以内 

土地の登記事項証明書 発行日から 

６ケ月以内 
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（別紙８）産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要な添付書類（申請者が法人の場合） 

 

１ 産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要な書類は次のとおりとする。 

（１）申請法人の定款又は寄附行為 

（２）申請法人の登記事項証明書 

（３）申請書第２面及び第３面に記載した者（「記載した役員等」という。以下同じ。）が個

人である場合は、住民票の写し（本籍の記載のあるものに限るものとし、外国人にあっ

ては住民基本台帳法に規定する国籍等の記載のあるものに限るものとする。）、法人であ

る場合は、法人の登記事項証明書 

（４）記載した役員等が法第１４条第５項第２号イ（法第７条第５項第４号イに係るものに

限る。）に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 

（５）公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施した「産業廃棄物又は特別管理

産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」収集運搬課程の修了証 

（６）事業計画の概要を記載した書類並びに事業の用に供する施設の構造等を明らかにする

構造図及び施設の所有権を有する又は使用する権原を有することを証する書類（イから

オは運搬に車両を用いる場合、カからケは運搬に船舶を用いる場合に限る。） 
ア 事業計画の概要等（規則様式第六号の二 第１面から第１０面（ただし、第９面は

除く。）） 
イ 自動車検査証の写し 

ウ 運搬車両の使用権原が自動車検査証により確認できない場合は、賃貸契約書又は使

用承諾書等の使用権原を確認できる書類 

エ 運搬車両の車庫の使用権原を確認できる書類 

オ 船舶一覧表（要領様式第１２号、運搬に船舶を用いる場合） 

カ 船舶国籍証書の写し 
キ 船舶検査証書の写し 
ク 船舶の写真（要領様式第１４号） 
ケ 傭船契約書の写し（自社船の場合は除く。） 
コ 積替え又は保管施設がある場合は、事業用地の土地の公図及び使用権原を確認でき

る書類 

（７）直前３年間の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表 

（８）直前３年間の法人税の確定申告書別表１及び別表４の写し 

（９）直前３年間の法人税の納税証明書 

（10）収支計画書及び営業計画書（直前３年分の法人税の納税額が１期でもない場合）（要領

様式第１９号） 

（11）本社、主たる事務所、事業場の案内図（要領様式第２０号） 

（12）当該許可申請の川崎市産業廃棄物収集運搬業許可証の写し（更新許可申請の場合） 

（13）他の都道府県及び政令市で当該許可申請と同一の許可を有している場合は、その許可

証のうち、そのいずれかの写し（新規許可申請の場合） 
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（14）その他市長が必要と認める書類 

 

２ 変更許可申請及び更新許可申請の場合には、次表のとおり、許可申請時に添付書類を省

略することができる。 

ただし、変更許可申請の場合で、新たに許可を受けようとする産業廃棄物（特別管理産

業廃棄物を含む。）のみで使用する運搬車両及び運搬容器の写真はこの限りではない。 

許可申請の種類 省略することのできる添付書類 

変更許可申請及

び更新許可申請 

・運搬車両の写真（規則様式第六号の二 第６面） 
・船舶の写真（要領様式第１４号） 
・運搬車両の車庫の使用権原を確認できる書類 
・運搬容器の写真（規則様式第六号の二 第７面） 

 

３ 規則９条の２第３項（特別産業廃棄物収集運搬業で準用する場合を含む。）の規定により

基準適合となった者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令で定める優良基準の適

合認定等に係る事務処理要綱」の規定により、添付書類の一部を省略することができる。 

 

４ 添付書類の有効期限は、申請日を基準日とし、次表のとおりとする。 

添 付 書 類 名 有効期限 

住民票の写し 

法第１４条第５項第２号イ（法第７条第５項第４号イに係るも

のに限る。）に該当しないかどうかを審査するために必要と認め

られる書類 

発行日から 

３ケ月以内 

土地の登記事項証明書 発行日から 

６ケ月以内 
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（別紙９）産業廃棄物処分業の許可申請に必要な添付書類（申請者が個人の場合） 

 

１ 産業廃棄物処分業の許可申請に必要な書類は次のとおりとする。 

（１）申請者（申請者が未成年の場合は法定代理人（法定代理人が法人である場合において

は、その役員を含む）を含む。次号において同じ。）及び政令使用人の住民票の写し（本

籍の記載のあるものに限るものとし、外国人にあっては住民基本台帳法に規定する国籍

等の記載のあるものに限るものとする。）、法定代理人が法人である場合には、その登記

事項証明書 

（２）申請者及び政令使用人が法第１４条第５項第２号イ（法第７条第５項第４号イに係る

ものに限る。）に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 
（３）公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施した「産業廃棄物又は特別管理

産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」処分課程の修了証 

（４）事業計画の概要を記載した書類 

ア 事業計画概要書（要領様式第２２号）（産業廃棄物処分業に限る。） 

イ 事業計画概要書（要領様式第２３号）（特別管理産業廃棄物処分業に限る。） 

ウ 処理概要（要領様式第２４号） 

エ 従業員数（要領様式第１０号） 

（５）事業の用に供する施設の構造等を明らかにする構造図及び施設の所有権を有する又は

使用する権原を有することを証する書類 

ア 使用機材一覧表（要領様式第２５号） 

イ 使用機材の写真（要領様式第２６号） 

ウ 使用機材を賃借している場合は、賃貸契約書又は使用承諾書等の使用権原を確認で

きる書類 

エ 事業用地の土地の公図及び登記事項証明書 

オ 事業用地の使用権原を確認できる書類 

カ 処理施設の案内図（要領様式第２７号） 

キ 処分後の産業廃棄物の処理方法（要領様式第２８号） 

ク 施設の表示板及び保管場所の掲示板の記載を例示した書類 

ケ その他市長が特に必要と認める書類 

（６）特別管理産業廃棄物の性状の分析に関する書類 

ア 分析設備一覧表（要領様式第２９号）（特別管理産業廃棄物処分業に限る。） 

イ 分析設備の写真（要領様式第３０号）（特別管理産業廃棄物処分業に限る。） 

ウ 分析を行う者の資格証明（要領様式第３１号）（特別管理産業廃棄物処分業に限る。） 

（７）事業開始資金及び調達方法（要領様式第１７号） 

（８）資産調書（要領様式第１８号） 

（９）直前３年間の個人事業者として申告した所得税の確定申告書第１面及び第２面の写し

（直前３年間、個人事業者として事業を行っていない者は、税務署等に提出した個人事

業開始届等の写しがある場合に限り、事業を開始した年以後ものとする。以下（10）及
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び（11）において同じ。） 

（10）直前３年間の収支内訳書又は青色申告決算書の写し 

（11）直前３年間の個人事業者としての所得税の納税証明書 

（12）収支計画書及び営業計画書（要領様式第１９号） 

（13）本社、主たる事務所、事業場の案内図（要領様式第２０号） 

（14）当該許可申請の川崎市産業廃棄物処分業許可証の写し（変更許可及び更新許可申請の

場合に限る。） 

（15）他の都道府県及び政令市で当該許可申請と同一の許可を有している場合は、その許可

証のうち、そのいずれかの写し（新規許可申請の場合に限る。） 

（16）誓約書（要領様式第２１号） 

（17） その他市長が必要と認める書類 

 

２ 規則１０条の４第３項（特別管理産業廃棄物処分業で準用する場合を含む。）に規定によ

り基準適合となった者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令で定める優良基準の

適合認定等に係る事務処理要綱」の規定により、添付書類の一部を省略することができる。 

 

３ 添付書類の有効期限は、申請日を基準とし、次表のとおりとする。 

添 付 書 類 名 有効期限 

住民票の写し 

法第１４条第５項第２号イ（法第７条第５項第４号イに係るも

のに限る。）に該当しないかどうかを審査するために必要と認め

られる書類 

発行日から 

３ケ月以内 

土地の登記事項証明書 発行日から 

６ケ月以内 
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（別紙１０）産業廃棄物処分業の許可申請に必要な添付書類（申請者が法人の場合） 

 

１ 産業廃棄物処分業の許可申請に必要な書類は次のとおりとする。 

（１）申請法人の定款又は寄付行為 

（２）申請法人の登記事項証明書 

（３）申請書第２面及び第３面に記載した者（「記載した役員等」という。以下同じ。）が個

人である場合は、住民票の写し（本籍の記載のあるものに限るものとし、外国人にあっ

ては住民基本台帳法に規定する国籍等の記載のあるものに限るものとする。）、法人であ

る場合は、法人の登記事項証明書 

（４）記載した役員等が個人である場合は、法第１４条第５項第２号イ（法第７条第５項第

４号イに係るものに限る。）に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書

類 

（５）公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施した「産業廃棄物又は特別管理

産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」処分課程の修了証 

（６）事業計画の概要を記載した書類 

ア 事業計画概要書（要領様式第２２号）（産業廃棄物処分業に限る。） 

イ 事業計画概要書（要領様式第２３号）（特別管理産業廃棄物処分業に限る。） 

ウ 処理概要（要領様式第２４号） 

エ 従業員数（要領様式第１０号） 

（７）事業の用に供する施設の構造等を明らかにする構造図及び施設の所有権を有する又は

使用する権原を有することを証する書類 

ア 使用機材一覧表（要領様式第２５号） 

イ 使用機材の写真（要領様式第２６号） 

ウ 使用機材を賃借している場合は、賃貸契約書又は使用承諾書等の使用権原を確認で

きる書類 

エ 事業用地の土地の公図及び登記事項証明書 

オ 事業用地の使用権原を確認できる書類 

カ 処理施設の案内図（要領様式第２７号） 

キ 処分後の産業廃棄物の処理方法（要領様式第２８号） 

ク 施設の表示板及び保管場所の掲示板の記載を例示した書類 

ケ その他市長が特に必要と認める書類 

（８）特別管理産業廃棄物の性状の分析に関する書類 

ア 分析設備一覧表（要領様式第２９号）（特別管理産業廃棄物処分業に限る。） 

イ 分析設備の写真（要領様式第３０号）（特別管理産業廃棄物処分業に限る。） 

ウ 分析を行う者の資格証明（要領様式第３１号）（特別管理産業廃棄物処分業に限る。） 

（９）事業開始資金及び調達方法（要領様式第１７号） 

（10）直前３年間の貸借対照表及び損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表 

（11）直前３年間の法人税の確定申告書別表１及び別表４の写し 
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（12）直前３年間の法人税の納税証明書 

（13）収支計画書及び営業計画書（直前３年分の法人税の納税額が１期でもない場合）（要領

様式第１９号） 

（14）本社、主たる事務所、事業場の案内図（要領様式第２０号） 

（15）当該許可申請の川崎市産業廃棄物処分業許可証の写し（変更許可及び更新許可申請の

場合に限る。） 

（16）他の都道府県及び政令市で当該許可申請と同一の許可を有している場合は、その許可

証のうち、そのいずれかの写し（新規許可申請の場合に限る。） 

（17）誓約書（要領様式第２１号） 

（18）その他市長が必要と認める書類 

 

２ 規則１０条の４第３項（特別管理産業廃棄物処分業で準用する場合を含む。）に規定によ

り基準適合となった者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令で定める優良基準の

適合認定等に係る事務処理要綱」の規定により、添付書類の一部を省略することができる。 

 

３ 添付書類の有効期限は、申請日を基準日とし、次表のとおりとする。 

添 付 書 類 名 有効期限 

住民票の写し 

法第１４条第５項第２号イ（法第７条第５項第４号イに係るも

のに限る。）に該当しないかどうかを審査するために必要と認め

られる書類 

発行日から 

３ケ月以内 

土地の登記事項証明書 発行日から 

６ケ月以内 
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（別表１） 産業廃棄物処理業変更届出書添付書類 

変更事項 添付書類 

１ 個人の氏名 (1) 住民票の写し（本籍の記載のあるものに限るものと

し、外国人にあっては住民基本台帳法に規定する国籍

等の記載のあるものに限る。以下本表中において同

じ。） 

(2) 法第１４条第５項第２号イ（法第７条第５項第４号

イに係るものに限る。）に該当しないかどうかを審査

するために必要と認められる書類 

(3) 誓約書（要領様式第２１号） 

(4) 当該産業廃棄物処理業の許可証の写し 

２ 個人の住所 (1) 住民票の写し（移転でない場合は、住居表示証明等

の従前住所及び現住所が確認できる証明書） 

(2) 本社、主たる事務所、事業場の案内図（要領様式第

２０号） 

(3) 当該産業廃棄物処理業の許可証の写し 

３ 法人の名称 (1) 定款又は寄付行為 

(2) 登記事項証明書（名称を変更したことが確認できる

ものに限る。） 

(3) 当該産業廃棄物処理業の許可証の写し 

４ 法人の本店住所 (1) 登記事項証明書（移転でない場合は、登記事項証明

書又は住居表示証明等の従前住所及び現住所が確認

できる証明書） 

(2) 本社、主たる事務所、事業場の案内図（要領様式第

２０号） 

(3) 当該産業廃棄物処理業の許可証の写し 

５ 事業所及び事業場の

所在地 

(1) 本社、主たる事務所、事業場の案内図（要領様式第

２０号） 

(2) 当該産業廃棄物処理業の許可証の写し 

６ 法人の役員及び政令

使用人 

 

 

 

(1) 登記事項証明書（就任、退任日等が確認できるもの

に限る。） 

(2) 登記事項証明書に記載のない者については、就任又

は退任の記載のある議事録の写し等 

(3) 政令使用人については、組織図 

(4) 住民票の写し（従前から引き続きの者は除く。） 

(5) 法第１４条第５項第２号イ（法第７条第５項第４号

イに係るものに限る。）に該当しないかどうかを審査
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するために必要と認められる書類（従前から引き続き

役員の者は除く。） 
(6) 誓約書（要領様式第２１号）（従前から引き続きの者

は除く。） 

(7) 役員新旧一覧表（要領様式第３２号） 

(8) 当該産業廃棄物処理業の許可証の写し 

７ 発行済株式総額の百

分の五以上の株式を有

する株主又は出資額の

百分の五以上の額に相

当する出資者 

(1) 個人の場合は住民票の写し、法人の場合は登記事項

証明書 

(2) 法第１４条第５項第２号イ（法第７条第５項第４号

イに係るものに限る。）に該当しないかどうかを審査

するために必要と認められる書類 

(3) 誓約書（要領様式第２１号） 

(4) 株主・出資者一覧表（要領様式第３３号）  

(5) 当該産業廃棄物処理業の許可証の写し 

８ 法定代理人（法定代

理人が個人である場合） 

 

(1) 住民票の写し 

(2) 法第１４条第５項第２号イ（法第７条第５項第４号

イに係るものに限る。）に該当しないかどうかを審査

するために必要と認められる書類 

(3) 誓約書（要領様式第２１号） 

(4) 当該産業廃棄物処理業の許可証の写し 

９ 法定代理人（法定代

理人が法人の場合） 

(1) 登記事項証明書 

(2) 誓約書（要領様式第２１号） 

(3) 当該産業廃棄物処理業の許可証の写し 

１０ 法定代理人の役員

（法定代理人が法人の場

合） 

(1) 登記事項証明書 

(2) 住民票の写し 

(3) 法第１４条第５項第２号イ（法第７条第５項第４号

イに係るものに限る。）に該当しないかどうかを審査

するために必要と認められる書類 

(4) 誓約書（要領様式第２１号） 

(5) 当該産業廃棄物処理業の許可証の写し 
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事 

業 

の 

用 

に 

供 

す 

る 

施 

設 

１１ 運搬車両 (1) 運搬車両一覧表（要領様式第１１号） 

(2) 自動車検査証の写し（新たに届出する車両に限る。） 

(3) 車両の写真（要領様式第１４号）（新たに届出する車

両に限る。） 

(4) 自動車検査証で使用権原が確認できない車両につい

ては、使用権原を証する書類（新たに届出する車両に

限る。） 

(5) 当該産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し 

１２ 運搬船舶 (1) 船舶一覧表（要領様式第１２号） 

(2) 船舶国籍証書の写し（新たに届出する船舶に限る。） 

(3) 船舶検査証書の写し（新たに届出する船舶に限る。） 

(4) 船舶の写真（要領様式第１４号）（新たに届出する船

舶に限る。） 

(5) 傭船契約書の写し（自社船の場合は除く。）  

(6) 当該産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し 

１３ 駐車施設 (1) 車庫の案内図及び配置図（要領様式第１５号） 

(2) 自らの所有地の場合は、土地の登記事項証明書。そ

れ以外の場合は賃貸借契約書の写し等使用権原が確

認できる書類 

(3) 当該産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し 

１４ 上記以外

の事業の用に

供する施設 

(1) 事業用地内の配置図 

(2) 変更した施設の構造を明らかにする平面図、立面図、

断面図、構造図及び設計計算書等 

(3) 当該産業廃棄物処理業の許可証の写し 

(4) その他市長が必要と認める書類 

 

（別表２）産業廃棄物処理業廃止届及び欠格要件該当届添付書類 

届出事項 添付書類 

１ 廃止届 (1) 当該産業廃棄物処理業の許可証 

２ 欠格要件該当届出 (1) 当該産業廃棄物処理業の許可証の写し 

廃止しようとする業の許可証を亡失（文字が判読できない程度に損傷し、又は、汚損した

場合を含む。）した場合は、当該許可証に代えて、届出者が個人の場合は住民票の写し及び印

鑑証明書、法人の場合は登記事項証明書及び印鑑証明書をもって代えることが出来る。 


